
 

 

 
 
 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
組
織
規
則 

 

（
平
成
十
九
年
二
月
一
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
二
号
） 

改
正 

平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
規
則
二
二
号 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
広
域
連
合
長
及
び
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
組
織
に 

つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
課
の
設
置
） 

第
二
条 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局
設
置
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条
例
第
三
号
）
第
二
条
に
規 

定
す
る
事
務
局
に
総
務
課
及
び
業
務
課
を
置
く
。 

２ 

会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
会
計
課
を
置
く
。 

３ 

会
計
課
に
出
納
員
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
。 

 

（
事
務
局
長
） 

第
三
条 

事
務
局
に
事
務
局
長
を
置
く
。 

２ 

事
務
局
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

（
課
長
） 

 
 
 
 

 

第
四
条 

課
に
課
長
を
置
く
。 

２ 

会
計
管
理
者
は
、
会
計
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

３ 

課
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
に
所
属
す
る
職
員
を
指
揮
監
督
し
、
そ
の
所
掌
事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

（
主
幹
、
主
査
及
び
主
事
） 

第
五
条 

課
に
主
幹
、
主
査
及
び
主
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 



 

 

２ 

主
幹
、
主
査
及
び
主
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
上
司
の
指
定
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。 

 
（
事
務
分
掌
） 

第
六
条 

総
務
課
、
業
務
課
及
び
会
計
課
の
事
務
分
掌
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

総
務
課 

一 

広
域
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

予
算
及
び
経
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

職
員
の
人
事
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

条
例
及
び
規
則
等
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

公
告
式
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

統
計
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

公
印
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

文
書
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

補
助
金
及
び
起
債
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

分
賦
金
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
三 

財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
四 

財
産
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
五 

契
約
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

財
政
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
七 

議
会
に
関
す
る
こ
と
。 
 

十
八 

選
挙
管
理
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。 



 

 

 

十
九 

監
査
委
員
に
関
す
る
こ
と
。 

 
二
十 

共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
一 

市
町
村
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
二 
他
の
課
に
属
さ
な
い
こ
と
。 

 

業
務
課 

 

一 

被
保
険
者
の
資
格
管
理
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

被
保
険
者
証
の
交
付
及
び
更
新
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

医
療
給
付
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

保
険
料
の
賦
課
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

後
期
高
齢
者
医
療
事
業
に
関
す
る
審
査
請
求
及
び
支
払
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

保
健
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

電
算
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

国
保
連
合
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

 

会
計
課 

 

一 

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

物
品
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

支
出
負
担
行
為
及
び
調
定
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

財
務
事
務
の
検
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

決
算
の
調
製
に
関
す
る
こ
と
。 
 

六 

現
金
及
び
財
産
の
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 



 

 

 

七 

指
定
金
融
機
関
に
関
す
る
こ
と
。 

 
八 

そ
の
他
出
納
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
委
任
） 

第
七
条 
こ
の
規
則
に
定
め
る
ほ
か
、
事
務
局
の
組
織
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

 
 
 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
九
年
規
則
第
二
十
二
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


